
◎　資産税課の窓口でのみ対応するもの
※代金納付期限通知書による申請
※競売申立書ほか各種申立書による申請
※借地人・借家人による申請
※法務局からの固定資産税評価証明書交付依頼書による申請
※弁護士等の職印が押印された統一様式による申請
※近傍類似価格の記入が必要な場合
※マンションの土地を所有している場合
※本年１月１日後に所有権を取得した場合(ただし、証明は前所有者名で発行されます）

【年末年始を除き年中無休】
 午前10時～午後7時

※発行できる証明の種類が限られて
　いますので、上の表をご覧下さい。スマーク伊勢崎行政センター  0270-30-7676

 西小保方町368番地
 スマーク伊勢崎3階

 0270-62-9910(直通)  東町2668番地1

境支所 市民サービス課  0270-74-0381(直通)  境637番地

いせさきガーデンズ行政センター  0270-20-7000
 宮子町3406番地3
 いせさきガーデンズ内

税総合窓口（本館1階6番窓口）  0270-27-2724(直通)
 今泉町二丁目410番地
 伊勢崎市役所内

【月曜日から金曜日】
午前8時30分～午後5時15分

※ 祝日及び年末年始（12月29日
～1月3日）は休みです。

資産税課（本館2階24番窓口）  0270-27-2719(直通)

赤堀支所 市民サービス課  0270-62-9793(直通)  西久保町一丁目64番地5

あずま支所 市民サービス課

償却資産 ◎ ◎

行政センターでは、「仕事帰りや休日でも」証明を取ることができます。

◎ ◎

地籍図（公図） ◎

◎

住宅用家屋証明 ◎

土地家屋名寄帳（課税台帳） ◎

資産証明 ◎

◎

無資産証明 ◎ ◎

◎

◎

公課証明 ◎ ◎ ◎
◎

国保税等の納付確認書（確定申告用） ◎ ◎ ◎

③
土
地
・
家
屋
等

評価証明 ◎ ◎ ◎

◎

無処分証明書　＜過去　　　　　年以内＞ ◎ ◎

◎

軽自動車税納税証明（継続検査用） ◎ ◎ ◎
②
納
税

納税証明 ◎ ◎

完納証明書 ◎ ◎

狩猟税に係る証明 ◎ ◎

原動機付自転車等標識交付証明・
原動機付自転車等廃車申告受付書

◎ ◎

所在証明 ◎ ◎

地番等変更証明 ◎ ◎

◎

非課税証明 ◎ ◎ ◎
①
所
得
・
課
税
等

所得証明 ◎ ◎ ◎

課税証明 ◎ ◎

～　 証 明 申 請 窓 口 の ご あ ん な い　 ～

証明名称

窓　口

税総合窓口 資産税課
各支所

市民サービス課

行政センター
ガーデンズ/スマー

ク

（再交付）

市県民税・国民健康保険税・固定資産税
軽自動車税（種別割）・法人市民税※

※法人市民税を除く税目

※法人を除く

※現年度分のみ

※現年度分のみ


